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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人日本

鉄道車輌工業会（JARI）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工業規

格を改正すべきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，国土交通大臣が改正した日本工業規

格である。 

これによって，JIS E 5302:1988 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。国土交通大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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日本工業規格          JIS 
 E 5302：2017 
 

鉄道車両－推進軸 

Rolling stock-Propeller shafts 

 
1 適用範囲 

この規格は，鉄道車両の内燃動車及び直角カルダン駆動方式の電気車両，並びに低床式の LRV 1) 及び新

交通車両に用いる推進軸について規定する。 

注 1) ライトレールビークルの略語。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS B 0905 回転機械－剛性ロータの釣合い良さ 

JIS B 1455 ゴム軸継手 

JIS E 4001 鉄道車両－用語 

JIS K 2220 グリース 

JIS Z 2320-1 非破壊試験－磁粉探傷試験－第 1 部：一般通則 

JIS Z 2343-1 非破壊試験－浸透探傷試験－第 1 部：一般通則：浸透探傷試験方法及び浸透指示模様の

分類 

JIS Z 2344 金属材料のパルス反射法による超音波探傷試験方法通則 

JIS Z 3060 鋼溶接部の超音波探傷試験方法 

 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，JIS E 4001 によるほか，次による。 

3.1 軸に関する用語 

3.1.1 

推進軸 

鉄道車両の伝動軸として用いる第一推進軸，第二推進軸及び補機駆動軸を区別することなく総称する呼

称。 

3.1.2 

第一推進軸 

原動機に附属する変速機，又は主電動機から台車の第一減速機に動力を伝える回転軸。 

3.1.3 

第二推進軸 

連続（二軸）駆動式台車内の第一減速機と第二減速機との間で動力を伝える回転軸。 


